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１ 取組の概要

法務・検察行政刷新会議報告書における検討の柱１として，検察幹部が社会

の目を意識し，常識からかい離しないようにするための幹部研修等の取組の強

化が求められたことを受け，法務総合研修所（以下「法総研」という。）が実施し

ている若手検察官の研修においても，同様の講義を実施する。

２ 方針

⑴ 検事専門研修において実施

法総研では，検察官の経験年数に応じた研修を実施しており，令和３年度

の検事専門研修（注）から，外部講師による講義等を実施する。

（注）任官７年から１０年前後の検事を対象としている。

⑵ 外部講師による講義等の内容

幅広い価値観に触れて社会の目を意識し，常識からかい離しないようにす

ることを目的とし，この趣旨に沿う講師を選任する。




